
様式第２号（第８号関係） 

 

会議録 

 

１ 会議の名称 令和５年度第２回 川根本町地域公共交通会議 

 

２ 会議日時  令和５年12月21日（木）午後２時から午後３時10分まで 

 

３ 開催場所  川根本町山村開発センター ２階大会議室 

 

４ 出席したものの氏名 

（1）委  員 増田秀典委員、西村年壽委員、井倉基委員（代理）、浦田芳考委員（代

理）、小左富士夫委員、芹澤健一委員、望月洋委員（代理）、森下洋一

委員、大村富子委員、中村玲子委員、太田稔人委員、藪下和英委員、諸

田強委員、薗田靖邦会長 

（2）執行機関 （事務局）くらし環境課 課長 梶山正幸、室長 山本雅俊、 

主査 松村美里 

             高齢者福祉課 課長 竹野克彦、主事 荒間大地 

             観光交流課 課長 北村浩二 

                          

５ 次 第 

（1）開会 

（2）会長あいさつ 

（3）議事 

① 川根本町自主運行事業について 

  ② 令和４年度、５年度町営公共交通機関の利用実績について 

  ③ 令和６年度 路線バス千頭・家山線「川根温泉ホテル」路線延長とバス停設置

について 

  ④ 令和６年度 路線バス千頭・家山線の定期券発行について 

  ⑤ 令和６年度 川根本町自主運行事業計画について 

【1】町営バス 

【2】外出支援サービス事業（市町村福祉輸送） 

 

６ 発言の内容 

【町長あいさつ】 

昨年の台風による災害で、千頭-笹間渡間における鉄道は運行をしていない状況が続

いており、来年３月には「大井川鐵道本線沿線における公共交通のあり方検討会」で

公共交通の方向性が示されると思う。いずれにしても公共交通機関の運行形態を変え

ていかなければならない現状において、町民の安心と安全を守り暮らしを確保するこ

とが最優先であるため、皆さんの様々な意見を賜り、本会議を有意義なものにしたい。 

  



 【議事】 

① 川根本町自主運行事業について 

② 令和４年度、５年度町営公共交通機関の利用実績について 

（委員） 

  今年の10月から路線バスとデマンドタクシーを新たな運行形態で実施しているが、

町の評価と利用者からの意見があれば伺いたい。 

 （事務局） 

  デマンドタクシーについて、10月からデマンドタクシーの運行時間延長と車両数を

１台増加した。利用者数は９月以前より10月、11月と増加している。 

また10月から北部地域と南部地域を跨いで利用する際でも徳山地区での乗り換えを

不要とした。利用者から使い勝手がいいという意見を聞いている。 

  路線バス千頭・家山線について、９月以前の鉄道代行バスの運行時と現在の町営バ

スとの利用者数を比較してもあまり変化はなく、大きなトラブルなく運行している。 

利用者からの意見として、運行本数を増やしてほしいという声も聞く。鉄道代行バ

スを引き継ぎ運行しているため鉄道とのアクセスを基本としてダイヤを組んでおり、

利用者に理解してもらうよう説明している。 

 

③ 令和６年度路線バス千頭・家山線「川根温泉ホテル」路線延長とバス停設置につ

いて 

（委員） 

「川根温泉ホテル」バス停で千頭駅行きは乗車のみ、家山駅行は降車のみというの

はなぜか。 

（事務局） 

島田市コミュニティバス「笹間渡笹間線」が交通空白地有償運送という運行方法

で、路線バス等が運行していない地域に認められる運行方法である。川根本町路線

バス千頭・家山線は笹間渡笹間線と路線が重複しており、川根温泉ホテルに乗降で

きるバス停を設置すると笹間渡笹間線が交通空白地と認められなくなる可能性があ

る。双方の妥協点を検討した中で、島田市内で乗り降りが完結しない運行方法であ

る千頭駅行きは乗車のみ、家山駅行は降車のみという形とした。 

（委員） 

バス停に乗車専用・降車専用と利用者がわかりやすいように表示していただきた

い。 

 （事務局） 

   バス停への表示とバス車内にも注意喚起として表示をする。 

（委員） 

川根温泉ホテル敷地内のバスが通行する場所に一部県有地があるとのことだが、

どのような手続きをとるのか。 

（事務局） 

島田土木事務所へ通行承諾書を記入していただくよう依頼する。 

 （事務局） 

   本議事について、12月26日に開催される島田市地域公共交通会議にて承認を得て



から川根本町地域公共交通会議に諮るため、本日は議決をとらず、後日書面決議と

する。 

   

④ 令和６年度路線バス千頭・家山線の定期券発行について 

  （事務局） 

   本議事も、12月26日に開催される島田市地域公共交通会議にて承認を得てから川

根本町地域公共交通会議に諮るため、本日は議決をとらず、後日書面決議とする。 

 

⑤ 令和６年度 川根本町自主運行事業計画について 

 （委員） 

 意見、質問なし 

（会長） 

議事⑤「川根本町自主運行事業計画について」は事務局案のとおり承認する。 

 

  

 上記に相違ないことを確認する。 

 

  川根本町地域公共交通会議 会長 薗田靖邦 


